
様式第十七号(第十条の二十三関係) 

特別管理産業廃棄物処理業
廃止 
変更 

届出書 

令和  年  月  日 

 茨城県知事 大井川 和彦 殿  

届出者 

郵便番号 

住  所 

氏  名               

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号                

   年  月  日付け第   号で許可を受けた特別管理産業廃棄物処理業に係る 

以下の事項について 
廃止 
変更 

したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第3項に 

おいて準用する同法第7条の2第3項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 

  新 旧 

廃止した事業又
は変更した事項
の内容(規則第
10条の23第1項
第2号に掲げる
事項を除く。) 

    

変更した事項の内容(規則第10条の23第1項第2号に掲げる事項) 

 

(ふりがな) 
氏 名 

性別 
生 年 月 日 本 籍 

役 職 名 ・ 呼 称 住 所 

  男･女 
    

    

  男･女 
    

    

  男･女 
    

    

廃止又は変更の
理由 

  

備考 

 1 この届出書は、廃止又は変更の日から10日以内に提出すること。 
 2 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。 

(日本工業規格 A列4番) 

 

 



新旧対照表１（届出用） 

 

変更の

有無 
変更事項 

変更内容 

変更後 変更前 

有・無 
法人の名称、 

個人事業者の 氏名 

（ふりがな          ）  

有・無 
法人の本店所在地、

個人事業者の住所 
  

有・無 法人の代表者 

役員、株主又は出資者の新旧対照表のとおり 有・無 
役員、顧問、

政令使用人等 

有・無 株主、出資者 

有・無   登録車両 登録車両一覧表のとおり 

有・無 
取り扱う産業廃棄物

の品目の減少 
  

有・無 

特別管理産業廃棄物の

性状の分析を行う者及

び設備等 

  

有・無 
政令市における積替

え保管許可の有無 
有 ・ 無 有 ・ 無 

注 記入欄が足りない場合は、別途、用紙を作成し提出してください。 

 

 

 

※ 取り扱う特別管理産業廃棄物の種類を増やす場合は、別途変更許可申請の手続が必要

です。 



 

運搬車・運搬船舶一覧 

 

 

 車両の形状 
自動車登録番号

又は車両番号 

最大積載量 

（kg） 

所有者 

又は使用者 
備考 区分 

１      新規・継続・廃止 

２      新規・継続・廃止 

３      新規・継続・廃止 

４      新規・継続・廃止 

５      新規・継続・廃止 

６      新規・継続・廃止 

７      新規・継続・廃止 

８      新規・継続・廃止 

９      新規・継続・廃止 

１０      新規・継続・廃止 

１１      新規・継続・廃止 

１２      新規・継続・廃止 

１３      新規・継続・廃止 

１４      新規・継続・廃止 

１５      新規・継続・廃止 

１      新規・継続・廃止 

２      新規・継続・廃止 

３      新規・継続・廃止 

４      新規・継続・廃止 

５      新規・継続・廃止 



 

自動車登録番号

又は車両番号 

 

前 
 
 

面 
 
 

写 
 
 

真 

 

 

 

注意事項 

 ・車両の前面（真正面）を撮影すること。 

 ・ナンバープレートが確認できること。 

 ・写真はカラーとすること（画像データをカラー印刷したものも可） 

・脱着装置式コンテナ専用車の場合はコンテナを積載した状態の写真を添付す

ること 

・トラクタ、セミトレーラ（トレーラ等は前方はナンバーなしで可）について

は各１台として提出すること 

 

側 
 

面 
 

写 
 

真 

 

 

 

注意事項 

 ・車両の側面（真横）を撮影すること。 

 ・名称等の車体の表示が確認できること。 

・不正改造車両（さし枠等）を使用しないこと 

・脱着装置式コンテナ専用車の場合はコンテナを積載した状態の写真を添付す

ること 

・写真はカラーとすること（画像データをカラー印刷したものも可） 

 

   既に許可を有している場合には所定の事項（「産業廃棄物 

収集運搬業」、「会社名（事業者名）」、「許可番号」）が表示さ 

れていること。 

   車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大した 

写真も添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 
 撮影 年  月  日 

 



運 搬 船 舶 の 写 真 

 

船 名 

 

前 
 

面 
 

写 
 

真 

 

 

 

注意事項 

 ・船舶の前面（真正面）を撮影すること。 

 ・写真はカラーとすること（画像データをカラー印刷したものも可） 

側 
 

面 
 

写 
 

真 

 

 

注意事項 

 ・船舶の側面（真横）を撮影すること。 

 ・写真はカラーとすること（画像データをカラー印刷したものも可） 

 

 

 



事務所の付近の見取図 

 

所 在 地                        

 

見 取 図 

 

 



駐車場の付近の見取図 

 

所 在 地                        

面   積                        

 

  見 取 図 

 

 

 

車庫内配置図 

 

 



施設の付近の見取図 

 

所 在 地                        

面   積                        

 

  見 取 図 

 

 

施設内配置図 

 

 



特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者及び設備等の概要 

（感染性産業廃棄物及び廃石綿等を除く） 

 

 

取 り 扱 う 特 別 管 理 

 

産 業 廃 棄 物 の 種 類 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認すべき成分等の 

 

種 類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認すべき成分等を 

 

分析する設備の種類 

 

及 び 設 置 基 数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析設備の設置場所 

 

 

 

 

 

性
状
の
分
析
を
行
う
者 

 

職 氏 名 

 

 

 

 

 

学歴、資格の状況 

 

 

 

 

 

分 析 経 験 年 数 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



役員、株主又は出資者の新旧対照表 

 

新 旧 

発行済株式の総

数又は出資の額 
 

発行済株式の総

数又は出資の額 
 

（ふりがな） 
役職名 

・呼称 

保有する株式の数

又は出資の金額 
（ふりがな） 

役職名 

・呼称 

保有する株式の数

又は出資の金額 

氏名又は名称 割 合 氏名又は名称 割 合 

 
 

  
 

 

    

 
 

  
 

 

    

 
 

  
 

 

    

 
 

  
 

 

    

 
 

  
 

 

    

 
 

  
 

 

    

 

※ 変更届出の提出が必要になるのは、発行済株式総数の 100 分の 5以上の株式を有

する株主又は出資の額の 100 分の 5以上の額に相当する出資をしている者が変更に

なる場合です。 

100 分の 5未満の者の変更については変更届出の提出は不要です。 

※ 様式の行数が足りない場合には、適宜追加して記入してください。 

 


